
令和４年９月農業委員会定例会議事録  

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和４年９月２０日（火）午後１時３０分～午後２時２７分 

 

さぬき市役所 ３階 ３０１、３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～３号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第４～７号） 

農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について 

                      （会長提出議案第８号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第９～１３号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１４号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１５号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘  5松岡浩二 6稲田俊美 7間嶋正憲 

8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 12十川隆行 

13岩澤佳宣 14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 17芳竹和政 

4蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 

 

      

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳主査 藤川英祐主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

三好幸信農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 
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議長（会長） 
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議長（会長） 

 

 

 

 

ご案内の時刻を少し過ぎましたけれども、ただいまより開会したらと思い

ます。約１名の方が遅れてくるということを聞いております。それ以外の方

は全員出席ですので、ただいまより令和４年９月農業委員会定例会を開催さ

せていただきます。進行に当たりましては、松原会長のほうからよろしくお

願いします。 

 

皆さん、こんにちは。台風の後で後始末が大変忙しいところをご出席いた

だきまして、ありがとうございます。また、農地パトロール中でございます

が、皆さん台風のほうはいかがだったですか。被害はなかったですか。それ

は何よりだと思います。 

まだ皆さん忙しいと思いますので、なるべく時間を短時間で終わらせたい

と思いますので、ご協力のほどよろしくお願い致しまして、審議を始めたい

と思います。審議に当たりましては着席でさせてもらいますので、よろしく

お願い致します。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認等

をしていただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１７名の出席ですので、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定に基づき、全員の出席ですので成立することを

宣言致します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名させていただきま

す。９番岡村委員さん、１３番岩澤委員さん、両委員さん、よろしくお願い

致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

Ａ４の別紙の用紙をご覧ください。１ページのほうの農地法第１８条第６

項に基づく通知についてをご覧ください。これは賃借権を中途解約するもの

で、４件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●●

●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●番です。解約理由は

残存小作の解消のためです。 

報告第２号、第３号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人、●●●●、●●●様、借人、●●●●●●●、●

●●●●●●●様で、●●●●●●●●番●他１筆です。解約理由は貸人の

要望のためです。 

報告第４号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●●●●

様で、申請地は●●●●●●●●●●番●他１筆です。解約理由は借手の都

合のためです。 

続きまして、裏側の２ページの使用貸借終了農地返還通知についてご説明

致します。これは使用貸借権を中途解約するもので、１件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●●

様。申請地、●●●●●●●●●●番他３筆です。解約理由は借手の変更の

ためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

続きまして、日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１号から第３号を議題とし、一括上程致します。 

なお、今月の議案で、第１号、第２号は●●委員の関係する議案になり、

除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 
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それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、第３条について説明させていただきます。今回の第３条の案件

は３件ございまして、面積にして７，５９６㎡、１１筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書は１ページからで

ございます。 

まず、会長提出議案第３号についてご説明します。地区番号４、受付年月

日、令和４年９月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●様、譲受人、●●●

●●●●、●●●●様。申請地が●●●●●●●●●●●●●番、台帳地

目、現況地目ともに田、地積は２，１８５㎡。譲渡人の申請事由は農業の廃

止、譲受人の申請事由は経営規模の拡大です。権利は所有権の移転を伴うも

ので、経営面積は１５，２２０㎡になります。受人従事数は３名で、資料と

致しましては２ページとなります。 

申請地はさぬき市●●、●●●●●●●●●●の東南東約７５０ｍに位置

しております。譲受人は申請地周辺にもほかにも農地を所有しており、経営

面積の保全管理も行なっております。 

以上になります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

３号議案ですけれども、問題なかろうということで、よろしくお願いしま

す。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号につきましてお諮りします。議案第３号について異

議ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第１号、第２号の審議に

入りますので、それでは、●●委員の退場を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、ご説明させていただきます。会長提出議案第１号、第２号につ

いて、関連がありますので併せてご説明させていただきます。 

まず、第１号についてご説明します。地区番号２、受付年月日、令和４年

９月１日。譲渡人、●●●●●●●●の●●●●●様、譲受人、●●●●●

●●●の●●●様。申請地が●●●●●●●●●●●●●番●他７筆で、台

帳地目は田が７筆、畑が１筆、現況地目も田が７筆、畑が１筆。地積は、田

が４，０１８㎡、畑が７６㎡の合計４，０９４㎡になります。 

次に、第２号について説明します。譲渡人は●●●●●●●●の●●●●

●様、譲受人は●●●●●●●●、●●●様。申請地は●●●●●●●●●

●●●番●他１筆で、台帳地目、現況地目ともに田。地積の合計は１，３１
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７㎡になります。譲渡人の申請事由は農業の廃止、譲受人の申請事由は経営

規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は３，２１３㎡に

なります。受人従事数は２名です。 

資料と致しましては１ページ目でございます。申請地はさぬき市●●、●

●●●●●●●●●の東約２５０ｍに位置し、譲受人は申請地周辺にも農地

を所有しており、経営面積の保全管理も行っております。本申請地において

は主にオリーブを栽培する計画となっております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第１号議案ですが、９月１５日に全員で現地の確認を行いました。２号議

案も同じ方がまた作るということなので、それも一緒に確認を致しました。

既に●●さんはオリーブを植える準備もしていますし、農作物の植え付けも

行っているようなので、特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員の報告をお願いします。 

 

２号議案、問題なかろうと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号、第２号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号、第２号につきましてお諮りします。議案第１号、

第２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号、第２号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第４号か

ら第７号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願いについて説明致します。議案書の２ページをお

開きください。今回の非農地証明案件は４件ございます。対象農地は２９筆

で面積が２９，５２６㎡です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第４号、地区番号３、受付年月日、令和４年９月１日。申請

人、●●●●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●番他８筆

です。台帳地目、田８筆、畑１筆、現況地目、山林９筆、合計の地積４，６

４８㎡です。申請理由は、昭和５４年頃から４０年以上耕作不能な状態が継

続し、山林化したためです。お手元の資料の３ページから６ページをご覧く

ださい。 
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大塚ノブ子委員 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●から南南東約５

００ｍに位置しております。申請地は昭和５４年に相続されております。申

請者は当該申請地を相続した当時、●●●在住であったため、耕作不能な状

態が継続し、周辺の山林に浸食され山林化しました。また、９筆のうち７筆

で再生利用が困難と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認され

ています。位置図は資料３ページ左側、写真方向図は資料５ページ右側、現

況写真は資料６ページになるのでご確認ください。 

会長提出議案第５号、地区番号３、受付年月日、令和４年９月１日。申請

人、●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番１他１６筆

です。台帳地目、田２筆、畑１５筆、現況地目、山林１７筆、合計の地積は

９，２２５㎡です。申請理由は、昭和４５年頃から５０年以上耕作不能な状

態が継続し、山林化したためです。お手元の資料の７ページから１３ページ

をご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●から北東へ約４

４０ｍに位置しております。申請地は令和２年に相続されております。当該

申請地は山林に囲まれた農地であり、耕作が困難なため耕作放棄となり、周

辺の山林に浸食され山林化しました。また、１７筆のうち１５筆で再生利用

が困難と見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。

位置図は資料７ページ左側、写真方向図は資料９ページ右側から１１ページ

左側、現況写真は資料１１ページ右側から１３ページになるのでご確認くだ

さい。 

会長提出議案第６号、地区番号５、受付年月日、令和４年９月１日。申請

人、●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番で

す。台帳地目は畑、現況地目は山林、地積は１３，６７１㎡です。申請理由

は、昭和４８年頃から４５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したため

です。お手元の資料１４ページから１７ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●から北西約

１，２００ｍに位置しております。申請地は平成９年に相続されておりま

す。当該申請地は山林に囲まれた農地であり、耕作が困難なため耕作放棄と

なり、周辺の山林に浸食され山林化しました。また、再生利用が困難と見込

まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は資料

１４ページ左側、現況写真は資料１７ページになるのでご確認ください。 

会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日、令和４年９月１日。申請

人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●外１筆です。台

帳地目は畑２筆、現況地目は山林２筆、合計の地積は１，９８２㎡です。申

請理由は、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し、山林化し

たためです。お手元の資料１８ページから２０ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●から北西へ約１，６３

０ｍに位置しております。申請地は平成２０年に相続されております。当該

申請地は平成１０年頃から耕作者である申請者の夫が体調不良になり耕作放

棄となり、周辺の山林に浸食され山林化しました。また、再生利用が困難と

見込まれる荒廃農地に分類された土地赤判定と確認されています。位置図は

資料１８ページ、写真方向図は資料２０ページ左側、現況写真は資料２０ペ

ージ右側になるのでご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

ご報告致します。会長提出議案第４号につきまして、私たち９月１７日に
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現地確認を行いました。そこで現地へ行ってびっくりしたことがあります。

竹と雑木が大変大きくなって、なかなか中へ入りづらく、すっかり山林化し

ておりました。もう私たちみんなで見回しまして、これはもう山だなと判断

しました。よろしくご審議いただきたいと思います。 

続きまして、第５号もご報告致します。これは●●地区●●の山林なんで

すけれども、●●●●様は大変、全部で１７か所の申請が出ておりました。

写真を見て、私たちずっと現地まで行って見たんですけれども、これも雑木

と竹で茂っておりまして山だと判断しましたが、ただ、申請資料の中で後ろ

から２番目の●●●●●●●●●番●という１３７㎡の面積なんですけれど

も、これが地図上になかったので、ここは確認できておりません。あとはよ

ろしくご審議いただきたいと思います。お願いします。 

 

ありがとうございます。地図上にないいうて、どないするん。 

 

そこにつきましては、たまにあるんですけど、登記簿の謄本にはその地番

は載っとるけど１４条地図のほうには載っていないという農地がたまにある

んです。ほなけん、●●●●番●の中の一部と思われます。 

 

分かりました。 

 

ということは３に入れたらいいわけ。３と合筆したらええいうわけ。 

 

合筆というか、ほんなけど、登記上は分かれとるけん合筆いうんではな

い。ほなけん、それを直すんだったら、ちょっといろいろと。 

 

登記所へ行ってそれが残っとるんやったら、あれ違うん、合筆はできんわ

な。 

 

すぐに合筆はできん。やっぱり土地家屋調査士とかに頼んで、その辺の詳

しい、旧図から見て調べていかなんだら。 

 

ほな、今回のこの案件はそのままこの地番でまた出したらええというこ

と。 

 

はい。 

 

分かりました。 

続きまして、●●地区代表委員の報告をお願い致します。 

 

６号議案、７号議案ですが、去る１７日、農業委員、推進委員全員で現地

を確認しました。 

６号議案ですが、道が途中でなくなっておりまして、そこから向こうは山

林化しておりました。手前にも山林化した農地がありまして、その向こう側

に現地の畑があった模様です。竹林化していましたので、もう山林とみなし

ました。 

７号議案ですが、７号議案も同じように、手前に杉林の畑があり、その向

こうがまた竹林化していました。これも止むを得ないと思われますので、ご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第４号から第７号につきまして質疑等がありましたら発言を認めま

す。 



  

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

岡村義弘委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第７号につきましてお諮りします。議案第４号

から第７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第７号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議に

ついて、会長提出議案第８号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議についてご説明

させていただきます。今回の案件は１件でございまして、面積にして１９７

㎡の１筆です。それでは、ご説明します。 

会長提出議案第８号についてご説明させていただきます。資料は４ページ

でございます。地区番号３、受付年月日、令和４年９月１日。譲渡人、●●

●●●、●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●●●番●。台帳地目は

田、現況地目は雑種地、地積は１９７㎡。事業計画は変更前も後も分譲住宅

用地。権利は所有権移転売買。農地区分は第２種農地で、資料は２１ページ

から２３ページで、位置図は２１ページに掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

西約５４０ｍに位置し、隣接については、宅地及び道路に接しております。

このたびの変更申請の内容は、平成２６年５月２７日付で分譲住宅５棟分、

面積にして１，３４２㎡で許可されていた案件について、４棟分の工事が完

了しておりますので、残り１棟分の工事期間の延長の申請となります。資料

２２ページの左側が変更前、資料２３ページの左側が変更後の利用計画図と

なります。申請者は不動産業を取り扱う法人です。地元土地改良区や隣接農

地所有者の同意も得ております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

８号議案について説明します。今、事務局の説明のとおり、何年も前に変

更があったんですけど、その都度決まらなくて、今回決まったわけなんです

けど、それも全然違う地区ということで、ちょっとした説明変更が、今、２

３ページの左の図面のところの宅地のちょうど西のとこら辺がちょっと、こ

ちらの川からのつなぎ目といいますか、土留めといいますか、その工事が追

加しているという内容を聞きました。それ以外は事務局の説明のとおりで

す。ご審議のほうをお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第８号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号につきましてお諮りします。議案第８号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

それでは、議案第８号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第９号から第１３号を議題とし、一括上程致します。 

なお、今月の議案で、第１１号から第１３号は●●委員の関係する議案に

なり、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、説明させていただきます。今回の５条の転用申請案件は５件で

ございまして、面積にして４，６５５㎡の６筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書５ページからでご

ざいます。 

まず、会長提出議案第９号についてご説明させていただきます。地区番号

２、受付年月日、令和４年９月１日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●

様、譲受人、●●●●●●●●●●、●●●●●●●●様。申請地は●●●

●●●●●●●●●番。台帳地目、現況地目ともに田、地積は２５５㎡。転

用目的は工事用道路で、工事着完予定年月日は令和４年１０月３１日から令

和６年９月１９日。権利は使用貸借権の設定で、農地区分は第２種農地で

す。資料といたしましては２４ページから２５ページで、この２４ページの

地図がかなり分かりにくくなっておりましたので、別紙資料、Ａ４サイズの

カラー印刷の２４と書いてある位置図を本日お配りしております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●の南東約

１．４㎞に位置し、隣接については、道路及び水路に接しております。申請

人は建設工事、土木工事業を営む法人であり、本申請地において令和元年９

月２０日付で今回と同様の転用目的で一時転用許可を受けておりますが、事

業期間の延長のために更新という形で一時転用の申請に及んだものです。土

地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

次に、会長提出議案第１０号についてご説明させていただきます。地区番

号３、受付年月日は令和４年９月１日。譲渡人は●●●●の●●●●様、譲

受人は●●●●●の●●●●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●番。

台帳地目、現況地目ともに田、地積は１，２９６㎡。転用目的は宅地分譲。

工事着完予定年月日は令和４年１２月１日から令和５年１２月３１日。権利

は所有権の移転売買。農地区分は第３種農地、用途区分は第一種住居地域と

なっております。資料といたしましては２６ページから２７ページでござい

ます。こちらも位置図は印刷が薄くなって見にくくなっておりましたので、

先ほどと同様に、Ａ４サイズで右下に２６とページ番号が振ってある位置図

を別途お配りしております。また、２７ページのほうに断面図があるんです

が、こちらの縮尺が２５０分の１となっているんですけど、正しくは２００

分の１でした。お詫びと訂正を申し上げます。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

東約５３０ｍに位置し、隣接については、宅地、田及び道路、水路に接して

おります。申請者は不動産業を取り扱う法人で、宅地分譲に適した土地を探

していたところ、農地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、転

用申請に及んだものです。地元土地改良区や隣接農地所有者の同意も得てお

ります。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 



  

 

松岡浩二委員 

 

 

議長（会長） 

 

岡村義弘委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号議案ですが、現地確認を行いました。一時転用の案件で、期間の延

長ということなので、特に問題ないと思いますのでお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１０号議案の説明をします。これも宅地分譲で、真ん中に通路が通って、

元々この現地は三方水路で、先ほども事務局から水の問題で、道路と排水の

斜面が軒先にある関係で、この申請者にまた言うとかないかんのですけど、

土地改良の分が図面になかったはずや。土地改良区の判を押したときに本人

が見とらんと思うんで、また僕からも本人に言うとくけど、事務局からもま

たその辺を含め連絡お願いします。 

以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第９号、第１０号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号、第１０号につきましてお諮りします。議案第９

号、第１０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第９号、第１０号を原案のとおり認めることとし、香川県

へ進達致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第１１号から第１３号の

審議に入りますので、それでは、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●議員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、ご説明させていただきます。会長提出議案第１１号から第１３

号について、関連がございますので、併せてご説明させていただきます。議

案書は５ページです。 

地区番号３、受付年月日、令和４年９月１日。譲渡人、●●●●の●●●

●様、●●●●の●●●●様、●●●●の●●●●様。譲受人は●●●●。

申請地は●●●●●●●●●●番他３筆で、台帳地目は３筆が田、１筆が

畑、現況地目も３筆が田で１筆が畑。地積は、田が２，４５３㎡、畑が６５

１㎡で、計３，１０４㎡となっております。転用目的は駐車場用地及び神樹

等の植栽用地。工事着完予定年月日は令和４年１２月１日から令和５年１月

３１日。権利は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地となっておりま

す。資料と致しましては２８ページから３０ページで、位置図は２８ページ

の左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●の南西

約８００ｍに位置し、隣接については、田、ため池、雑種地及び道路、水路

に接しております。申請者は宗教法人で、駐車場と神樹等の植栽用地に適し

た土地を探していたところ、休耕地の管理に困っていた近隣の土地所有者た

ちとの意向が合致し、転用申請に及んだものです。地元土地改良区や隣接農

地所有者の同意も得ております。 

以上です。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

ご報告致します。第１１号、１２号、１３号、同じ●●●●が譲受人なの

で、一緒に説明させていただきます。私たち９月１７日に現地確認を行いま

した。そうしたら、行って見ましたら、辺りきれいに草刈りをしていただい

て、見やすいようになっておりまして、●●さん、●●さん、この２枚の田

と畑は駐車場で、●●さんの２枚の田は１枚が駐車場で１枚が神社に使うサ

カキを植えるそうです。それで、私たち確認しまして、これは問題ないでし

ょうということになりました。よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１１号から第１３号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１３号につきましてお諮りします。議案第

１１号から第１３号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１３号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

退席されている●●委員の再入場を求めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第１４号を上程致します。 

なお、今月の議案で、議案書６ページの整理番号１０番が●●委員さん、

農地中間管理事業対象農用地等総括表の１番、２番が●●委員さん、１５番

から２３番が●●●●委員さん、２５番から３１番、３３番、４５番が●●

委員さん、４６番が●●委員さんの関係議案になり、除斥対象議案になりま

すので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１４号についてご説明致します。農地の貸し借りについて

の説明で、議案書６ページから８ページの説明となります。個人が５件、法

人１件、中間管理機構１７件の合計２３件となっております。２３件のう

ち、新規２０件、再設定３件となっております。２３件のうち、賃借権２

件、使用貸借権２１件となっております。 

賃借権の内訳としまして、５，８１８円が１件、３，２００円が１件とな

っております。 

期間は、１０年１０件、９年６か月２件、６年１０件、３年１件となって

おります。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の２１件について説明

致します。Ａ３のこちらの用紙をご覧ください。 

貸付先は、個人１２件、法人９件となっております。設定する権利等の種

類は使用貸借権２１件となっております。期間は、１０年２件、９年６か月

３件、６年１６件となっております。利用内容は、水稲、麦、露地野菜の作

付となっております。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては一括

して質疑に入りたいと思います。質疑等がある場合は整理番号を指定の上、

ご発言いただきます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案書６ページの整理番号１０、農地中間管理事業対象農用地

等総括表の１番、２番、１５番から２３番、２５番から３１番、３３番から

４６番を除く議案第１４号について、原案のとおり認めることとしてよろし

いでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書６ページの整理番号１０

番、農地中間管理事業対象農用地等総括表の●●委員の関係議案である１

番、２番、●●●●委員の関係議案である１５番から２３番、●●委員の関

係議案である２５番から３１番、３３番から４５番、●●委員の関係議案で

ある４６番の審議に入ります。 

それでは、●●委員、●●委員、●●●●委員、●●委員、●●委員の退

席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１４号についての委員さんの案件は１件あり、再設定で賃

借権、賃借料５，０００円、期間は６年となっております。 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は３０件

で、賃借権７件、使用貸借権２３件となっております。期間は、１０年２３

件、６年７件となっております。利用内容については、オリーブ、水稲、

麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等ございませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●●●委員、●●委員、●●委員

の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第１５号を議

題と致します。 
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議長（会長） 

 

 

 

楠豊委員 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農業経営改善計画の認定要領に基づき、会長提出議案第１５号を説明させ

ていただきます。 

番号１の●●●●さん、●●●●さん。住所がさぬき市●●●●●●●●

●番地●。生年月日は、●●さんが昭和●●年●月●●日、●●さんが昭和

●●年●月●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲とミニトマトを生産しています。農業経営の規模拡大に関する

現状及び目標としまして、（１）生産について、水稲（主食米）は現在、面

積が６０ａで生産量が３，２４０㎏です。５年後も変更はありません。ミニ

トマトは現在、面積が３６ａで生産量が４６，８００㎏ですが、５年後、面

積に変更はありませんが、生産量を５０，４００㎏に増やします。 

（２）作業受託（稲刈り・もみすり）ですが、現状、売上げ３０万円です

が、５年後はもう作業受託はしない予定です。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、アの農用地で、所有地の

田が現在９２ａありますが、５年後も増減はありません。畑につきましても

現在２８ａですが、５年後も変更はありません。イの農業生産施設は、鉄骨

ハウス４棟３，６００㎡ですが、こちらも５年後変更はありません。農舎１

棟１００㎡、こちらも変更はありません。 

５年間で規模拡大は考えておりませんが、養液分析の結果に基づいた管理

や新品種の導入の検討により、品質、収量の向上を目指していきます。現状

の年間所得７８０万円から５年後８４０万円を目指します。 

●●氏につきましては、ＪＡのミニトマト部会の部会長であり、農業士も

されております。将来的には●●氏への経営委譲も検討されているとのこと

です。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についての

ご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、報告

をお願い致します。 

 

それでは、ご報告致します。補足事項というのはあんまりないんですが、

事務局の説明のとおりですが、この●●さん、もう●●地区において模範的

な農家でありまして、地区委員会と致しましては再認定は妥当であろうと思

いますので、よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１５号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第

１５号についてお諮りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１５号について、原案のとおり承認することと致しま

す。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第８ その他で事務局ありま

せんか。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

 

農地中間管理

機構 

議長（会長） 

 

 

事務局のほうから１点だけ。皆様の今日お配りしている資料についての説

明です。 

１つは本日の意見交換会用の活動記録簿と、あと農政情報をお配りしてお

ります。記録簿のほうはまた後で回収致しますので、活動時間の記入のほう

はそのまま空けておいたままで書いていただいて大丈夫です。 

それから、農政情報のほうなのですけれども、地区の代表委員さんのとこ

ろには紙袋の中に入れてあります。その中に対象の農業委員さんの分とそれ

から推進委員さんの方の分を含めて一緒に紙袋に入れておりますので、地区

等の集まりの際にお渡しいただければと思います。 

終わります。 

 

私のほうから報告させていただけたらと思います。 

まず、活動記録簿の件ですけれども、４月から皆さん説明会を開いて一生

懸命書いていただいておりますが、最適化活動に係る活動日数について、月

に５日以上活動を行うこととされておりまして、皆様、一生懸命書いていた

だいていると思うのですけれども、国の方針が最近変わりまして、１日以上

活動するようにということで緩和されました。 

今まで頑張って田んぼとかを見に行って、水やりとかを見に行って、もう

それも活動に入りますよとか、近所の方とお話しして最適化活動の話をした

ら１日入りますよということで、それも書いてくださいと言っており、無理

して５日以上の活動になるようにしてもらっておりましたが、今後、無理を

せずに記録できるようになりました。 

ただ、今後また国の方針がいつ変わるかも分かりません。変わる可能性も

あります。さぬき市においては平均５日程度を目指すということを念頭に置

いてもらって、無理のない程度で活動記録をつけていただいたらと思います

ので、無理に５日以上記録する話ではなく、ちょっと気になることがあった

とか、書いていただいて、それで無理のない程度でしていただいたらと思い

ますので、よろしくお願いします。 

次に、次回の定例会ですけれども、１０月２０日木曜日午後１時半から本

庁３階３０１、３０２、ここの部屋で開催しますので、また予定をお願いし

ます。 

あと、農業経営改善計画申請書はまた引き上げますので、置いていただい

たらと思います。 

以上です。 

 

日報の件につきまして、これ確定ではございませんので、いつ変わるか分

かりませんので、また変わったら事務局のほうから連絡してくれるそうです

から、それまでは一応、事務局のおっしゃったとおりにしてくれたらと思い

ますので、よろしくお願い致します。 

中間管理機構の方、何かございますか。 

 

ありません。 

 

以上をもちまして、令和４年９月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

 

（ ２時２７分閉会） 

 

 

 

 



  

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ９番 

 

 

 

署名委員   １３番 

 

 


